
新
し
い
保
険
証
を
７
月
下
旬

に
郵
送
し
ま
す

　

新
し
い
保
険
証
が
届
い
た
ら
、
住
所
や

氏
名
、
生
年
月
日
を
確
認
く
だ
さ
い
。
８

月
１
日
以
降
に
病
院
な
ど
を
受
診
す
る
と

き
は
、
必
ず
新
し
い
保
険
証
を
持
参
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、
不
要
と
な
っ
た
保
険
証
は
処
分

す
る
か
、
保
険
年
金
課
ま
た
は
各
総
合
支

所
市
民
生
活
課
、
各
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー

の
窓
口
に
返
却
く
だ
さ
い
。

【
新
し
い
保
険
証
の
有
効
期
限
】

　

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
（
兼
高
齢

受
給
者
証
）
と
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険

者
証
の
有
効
期
限
は
、
令

和
４
年
７
月
31
日
ま
で
の

１
年
間
で
す
。
た
だ
し
、

次
の
人
は
、
有
効
期
限
が

異
な
り
ま
す
の
で
注
意
く

だ
さ
い
。

◉
69
歳
の
人　
70
歳
の
誕
生
月
の
末
日

※
１
日
生
ま
れ
の
人
は
誕
生
日
の
前
日

◉
74
歳
の
人　
75
歳
の
誕
生
日
の
前
日

各
種
認
定
証
の
更
新

【
国
民
健
康
保
険
】

　

次
の
①
②
の
認
定
証
の
更
新
手
続
き
を

８
月
２
日
㈪
か
ら
、
保
険
年
金
課
、
各
総

合
支
所
市
民
生
活
課
、
各
地
区
市
民
セ
ン

タ
ー
で
行
い
ま
す
。
な
お
、
70
歳
未
満
で

慢
性
腎
不
全
の
人
を
対
象
と
す
る
国
民
健

康
保
険
特
定
疾
病
療
養
受
療
証
は
手
続
き

不
要
で
、
新
し
い
受
療
証
を
７
月
末
日
ま

で
に
郵
送
し
ま
す
。

①�

国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
・
標
準
負

担
額
減
額
認
定
証

　

�

同
一
世
帯
で
、
国
民
健
康
保
険
加
入
者

（
擬
制
世
帯
主
含
む
）
全
員
の
令
和
３

年
度
市
民
税
が
非
課
税
で
あ
る
国
民
健

康
保
険
加
入
者

②
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
認
定
証

　
�

①
以
外
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者
で
70

歳
未
満
の
人
、
ま
た
は
70
歳
以
上
75
歳

未
満
で
保
険
証
負
担
割
合
が
３
割
の
う

ち
、
住
民
税
課
税
所
得
６
９
０
万
円
未

満
の
人

◉
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
、
現
在
所

有
し
て
い
る
認
定
証
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
な
ど
個
人
番
号
が
確
認
で
き
る
も

の
、
運
転
免
許
証
な
ど
の
身
分
証
明
書

※�

代
理
人
手
続
き
の
場
合
、
代
理
人
の
身

分
証
明
書
を
持
参
く
だ
さ
い

【
後
期
高
齢
者
医
療
】

　

後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
を
持
っ
て
い
る
人
で
、

対
象
と
な
る
人
に
は
、
新
し
い
認
定
証
を

７
月
末
日
ま
で
に
郵
送
し
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
変
更

　

今
回
、
保
険
料
の
均
等
割
軽
減
割
合
の

段
階
的
見
直
し
が
終
了
し
、こ
れ
ま
で
７
・

75
割
軽
減
で
あ
っ
た
人
は
、
軽
減
割
合
が

変
更
と
な
り
ま
す
。
変
更
月
は
、
保
険
料

の
納
付
方
法
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

◉
口
座
振
替
ま
た
は
納
付
書
の
人

７
月
か
ら

◉
年
金
差
し
引
き
の
人

10
月
か
ら

７
月
は
国
民
健
康
保
険
証
や

　
各
種
認
定
証
の
更
新
月
で
す

　
国
民
健
康
保
険
は
、
病
気
や
け
が
を
し
た
と
き
に
、
誰
も
が
安
心
し
て
治
療
を
受
け
ら
れ

る
保
険
制
度
で
す
。
適
正
に
保
険
証
や
認
定
証
の
更
新
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

◎
問
い
合
わ
せ　
保
険
年
金
課　
☎
23

－

２
１
２
７

所得要件別均等割の軽減割合

対象者の
所得要件

均等割の軽減割合
（年度）

Ｒ２ Ｒ３
軽減判定所得が
43万円以下（Ｒ３）
33万円以下（Ｒ２）

7.75割

７割うち世帯
の被保険
者全員が
各種所得
なし

7割
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